
あさぎり町障害者活躍推進計画 

機関名 あさぎり町教育委員会 

任命権者 あさぎり町教育委員会教育長 

計画期間 令和２年４月１日～令和７年３月 ３１ 日（５年間） 

障害者雇用に

関する課題 

本町では、過去に行った障害者任免状況報告において、法定雇用率

を達成しており、詳細な状況は「１．目標」に記載しているが、他の

行政機関全体の状況と比較し、採用・定着状況ともに概ね順調と考え

ているが、今後職員の退職等により法定雇用率の達成が難しくなる状

況もあるため、障害者である職員の活躍のためには、更なる体制整備

や各種取組が必要であるため、本計画をもとに課題を改善していくも

のである。 

 

 １．目標                                    

(1)採用目標 職員は、あさぎり町（町長部局）からの出向職員で構成されており、

独自の職員の募集・採用は行っていない。 

(2)定着目標 なし 

 

 ２．取組内容                                  

(1)障害者の活躍を推進する体制整備 
①組織面 ○障害者雇用推進者として総務課長を選任する。 

○本機関は障害者雇用促進法第７９条に基づき、５名以上の障害者を 

雇用する場合は、職員のうちから障害者職業生活相談員を選任する。

また、選任しようとする者が資格要件を満たさない場合には、労働 

局が開催する公務員部門向け障害者職業生活相談員資格講習を受講 

させるものとする。 

②人材面 ○相談員等に対し、対応のノウハウや困難事例について共有を行う経験

交流会を開催する。その際、外部機関の専門家に対し、障害に関する

理解促進・啓発のための講義を依頼する。 

 

(2)障害者の活躍の基本となる職務の選定・創出 

現に勤務する障害者や今後採用する障害者の能力や希望も踏まえ、年に１回以上の面

談等を通して、障害者と業務の適切なマッチングができているかの点検を行い、職務の

選定及び創出について検討を行う。 

  



(3)障害者の活躍を推進するための環境整備・人事管理 

① 職 務 環境 障害者が利用しやすい環境に配慮し、エレベーター、多目的トイレ、

専用駐車スペースは整備済みであるため、利用状況について聞き取り

を行い、必要に応じて改善等の対応を検討する。 

 
②募集・採用 職員は、あさぎり町（町長部局）からの出向職員で構成されており

、独自の職員の募集・採用は行っていない。 

③働き方 ○各種休暇制度の利用を促す。 

 ・時間単位の年次有給休暇又は年次休暇 

 ・傷病休暇又は病気休暇 

④その他 中途障害者（在職中に疾病・事故等により障害者となった者をい

う。）について、円滑な職場復帰のために必要な職務選定、職場環

境の整備等や通院への配慮等の取組みを行う。 

 


